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はじめに 強じんな美
うま

し国ビジョンみえの趣旨 

 

「強じんな美し国ビジョンみえ」は、長期的な視点から、おおむね 10 年先の三重の姿を

展望し、政策展開の方向性や県政運営の基本姿勢を示す、令和４（2022）年度からの県

の長期ビジョンです。 

また、「強じんな美し国ビジョン」を着実に推進するための取組内容をまとめた、令和４

（2022）年度から、県政 150周年の節目となる令和８（2026）年度までの５年間の中期の

戦略計画として、「みえ元気プラン」を同時に策定します。 

なお、これらの計画策定後も社会経済情勢が変化していくことが想定されますが、こう

いった変化に対しては、単年度の県政運営方針を定める中で対応していきます。 
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おおむね 10年先を見据えたビジョン（強じんな美し国ビジョンみえ）  

 

５年間の中期の戦略計画 

 （みえ元気プラン） 

単年度の県政運営方針 

（三重県行政展開方針） 
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第１章 おおむね10年先の展望 

 

長期ビジョンの策定にあたり、おおむね１０年先を想定することとし、既存のさまざまな統

計データや国の動向などを参考にしながら、国際・国内情勢と三重県を取り巻く状況の２つ

に分けて展望し整理しました。 

 

第２節 三重県を取り巻く状況 

 

教育・次世代育成 

■社会の変化に伴って、これからの時代を豊かに生きていくために求められる資質・能力も変化す

る中、一人ひとりに応じた学びや多様な人びとと協働した学び、ＩＣＴを活用した時間や距離の制

約を越えた学びをとおして、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな身体」を育み、それを土台としな

がら、持続可能な社会の担い手として必要な力を身につけていく教育が、家庭や地域との連携・

協働のもと進められています。 

■特別な支援を必要とする子どもたち、不登校児童生徒や外国人児童生徒一人ひとりの教育的

ニーズに応じた自立と社会参画に向けた支援など誰もが安心して学ぶことのできる教育が進め

られています。 

■子どもの減少や権利意識の高まりを受けて、深刻な虐待事案は減少することが考えられる一方、

相談件数は高止まりとなることが見込まれ、新たに支援等が必要とされる事案が顕在化している

可能性があります。 
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第３章 政策展開の基本方向と政策 

 

第１節 政策展開の基本方向と政策 

基本理念の実現に向けて、次のとおり＜政策展開の基本方向（四本の柱）＞を定めると

ともに、その下に 1６の＜政策＞を位置づけて、県政を推進していきます。 

 

＜政策展開の基本方向（四本の柱）＞ ＜政策＞ 

 

１ 防災・減災、県土の強靱化 

２ 医療・介護・健康 

３ 暮らしの安全 

４ 環境 

 
５ 観光・魅力発信 

６ 農林水産業 

７ 産業振興 

８ 人材の育成・確保 

９ 地域づくり 

１0 デジタル社会の推進 

１1 交通・暮らしの基盤 

 

１２ 人権・ダイバーシティ 

1３ 福祉 

 

１４ 教育 

１５ 子ども 

１６ 文化・スポーツ 

 

 

 

Ⅰ 

安全・安心の確保 

Ⅱ 

活力ある産業・

地域づくり 

Ⅲ 

共生社会の実現 

Ⅳ 

未来を拓く

ひとづくり 
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Ⅳ 未来を拓くひとづくり 

（教育） 

子どもたち誰もが、これからの時代を生きていくための基礎となる力を身につけるとともに、生涯

をとおして学びに向かう姿勢、多様な人びとと協働しながら持続可能で豊かな未来を創っていく力

を育む教育に取り組みます。 

子どもたちに、生命を大切にし、いじめや暴力を許さない態度や相手を思いやる心を育むととも

に、誰もが安心して学べるよう、一人ひとりの状況に応じた支援を行うなど、自立と社会参画につな

がる取組を進めます。 

こうした取組を進めるため、学校と家庭・地域が目標や課題を共有し、協働して、子どもたちの学

びと育ちを支えるとともに、教職員の専門性と指導力の向上、学校における働き方改革に取り組み

ます。 

（子ども） 

結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなうよう、結婚を希望する人に対し、丁寧な相談対応や情報

発信等をするとともに、妊娠・出産から育児に至るまで切れ目のない支援を行います。また、多様な

保育ニーズをふまえた保育所等の子育て支援サービスを充実し、子どもの豊かな育ちや子育て家

庭を支える地域社会づくりに取り組みます。 

児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応により、虐待被害から子どものかけがえのない命や

尊厳が守られるとともに、生まれ育った環境に関わらず、全ての子どもが健やかに、夢と希望を持っ

て育つことのできるよう、さまざまな主体と連携して取り組みます。 

（文化・スポーツ） 

文化芸術の振興を、芸術や伝統芸能だけでなく、生活文化など幅広くとらえ、個人や地域におけ

るアイデンティティの基盤や心の豊かさを育むため、文化芸術を継承・発展・創造しようとする取組

を支援するとともに、文化芸術にふれる機会の充実を図り、生涯にわたって学び続けられる社会づ

くりを進めます。 

競技力の向上やスポーツを「する」、「みる」、「支える」機会を一層拡大させることで、地域の一体

感の醸成や絆づくりを進めるとともに、大規模大会の誘致・開催やスポーツイベントの開催等に取り

組む市町・競技団体を支援するなど、スポーツの振興やスポーツを通じた地域の活性化に取り組み

ます。 

また、障がいの有無に関わらずスポーツを楽しむことで、障がいへの理解や障がい者の社会参

加を促進するため、障がい者スポーツの裾野の拡大に取り組みます。 
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はじめに みえ元気プランの趣旨 

 

県では、長期的な視点からおおむね 10年先の三重県の姿を展望し、県政運営の基本姿

勢や政策展開の方向を示した、長期構想「強じんな美し国ビジョンみえ」を策定しています。 

「みえ元気プラン」は、今後の三重の成長戦略として、「強じんな美し国ビジョンみえ」が

掲げる基本理念「強じんで多様な魅力あふれる『美し国』」の実現に向けて推進する取組内

容をまとめた、令和 4（2022）年度から、県政 150 周年の節目となる令和８（2026）年度

までの 5年間の中期の戦略計画です。 

県民の皆さんが将来にわたって、安全・安心を感じながら元気に暮らすことのできる、新

しい三重づくりを進めるためのプランです。 

 

●計画期間 

令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間 

 
 

●「強じんな美し国ビジョンみえ」と「みえ元気プラン」の関係 
 

2022 
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おおむね 10 年先を見据えたビジョン（強じんな美し国ビジョンみえ）  

 

単年度の県政運営方針 

（三重県行政展開方針） 

５年間の中期の戦略計画 

 （みえ元気プラン） 
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第１章 みえ元気プランでめざす三重県 

今後、三重県をはじめさまざまな主体が既存の取組を継続し、新たな取組や対応の充

実・強化など特段の取組を行わなかった場合に想定される懸念事項などを「２０２６年の見

通し」として示します。また、その見通しにおける課題に対応することでめざす姿と、めざす

姿の実現に向けた基本的な取組の方向を「めざす姿と取組方向」として整理しました。 
 

(8) 教育・次世代育成 

［2026 年の見通し］ 

■ 少子化の進行や核家族化、地域社会でのつながりの希薄化などにより、年代の異なる子どもの

交流や地域の大人と関わる機会など、子どもの豊かな育ちに重要となる多様な体験機会が減少

しています。 

■ 不妊治療の保険適用など、不妊・不育症に悩む方への経済的負担の軽減につながる支援が充

実され、治療が一般的となる一方、治療と仕事の両立などにおいて、精神的な負担を抱える方

や、出産や育児に対する不安感を抱える方に対するケアが求められています。 

■ 子どもの数は減少するものの、女性就業率の上昇など保護者の就労状況に応じた、育児サービ

スと多様な子育て支援が必要となります。地域の保育ニーズに対応し、幼児教育・保育を充実

させるためには、支援を行う保育士等の人材確保と資質向上が必要です。 

■ 保護者の経済的困難により子どもの学習機会や体験機会等が確保されず、夢や希望を諦めて

しまうことに加え、貧困が連鎖してしまう状況となっています。また、子どもを取り巻く環境が変

化する中、新たに顕在化する、いわゆるヤングケアラーのような支援を必要とする子どもへの対

応が必要です。 

■ 児童虐待相談対応件数は緩やかな増加傾向となっており、今後は面前ＤＶ等の心理的虐待や

子育ての悩みなどの相談が増加すると想定され、それらが身体的虐待や重篤な事案につなが

らないような対応が必要となっています。 

■ 子どもたちがこれからの時代を豊かに生きていくためには、「確かな学力」、「豊かな心」、「健や

かな身体」を一体的・調和的に育むことが必要です。 

■ 社会・経済のグローバル化や超スマート社会が進展する中で、求められる資質・能力も変化し

ています。学校では、これまでの学びに加え、社会とのつながりを見通せたり、地域と連携・協働

したりする活動が大切になっており、ＩＣＴを活用した学習も進んでいます。少子化に伴い学校

の規模が小さくなる中、地域の特性に応じた活力ある学校づくりがより必要となっています。 

■ 子どもたちが安心して過ごせるよう、いじめをなくす取組を進めるとともに、いじめの認知や対

応を迅速かつ適切に行っていく必要があります。 

■ 発達障がいを含む特別な支援を必要とする児童生徒は引き続き増加が見込まれます。また、不

登校の要因や背景は多様化・複雑化し、人数も増加することが見込まれます。外国人児童生徒

についても今後も増加し、居住地域の広がりも見込まれます。 

■ 教職員に求められる役割にも変化が生じ、働き方改革が求めらています。 
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［めざす姿と取組方向］ 

■ 子どもたちが多くの大人と関わりながら、多様な体験をとおして心豊かに育つよう、さまざまな

主体が子どもの育ちや子育て家庭を支える地域社会づくりを進めます。 

■ 不妊・不育症に悩む人のさまざまな負担や不安が軽減されるなど、安心して子どもを産み、育て

られる環境が実現するよう、出産から子育てまでの切れ目のない支援に取り組みます。 

■ 保育所等の待機児童の解消や、多様な働き方に応じた育児サービス等の提供に向けて、保育

士の確保や資質の向上に取り組みます。 

■ 子どもが生まれ育った環境に左右されず、夢と希望を持って健やかに成長できるよう、子ども食

堂などの居場所づくりや学習支援等の取組を支援していきます。また、ヤングケアラーなどの子

どもに関わる新たな課題に対して、関係機関・団体等と連携して、早期に発見し、適切な支援に

つなぐ体制の構築を検討します。 

■ 地域社会全体で子どもが見守られ、子どもの命や尊厳が守られるよう、地域における児童虐待

防止に対する意識を高めるとともに、児童相談所や市町等の対応力の強化・充実を進めます。

また、虐待の未然防止や再発防止を図るため、家庭や保護者への支援の充実に努めます。 

■ 子どもたちが未来の社会を担うために必要な力を身につけることができるよう、知識・技能、思

考力・表現力・判断力などの「確かな学力」、規範意識や自尊感情、自他の命の尊重、いじめを

許さない心といった「豊かな心」、体力の向上や心身の健康などに支えられる「健やかな身体」を

育むことに加え、グローバル化や超スマート社会の進展といった社会の変化を前向きにとらえて、

主体的に学ぶ姿勢を身につけられる教育を実践していきます。 

■ 家庭や地域とも協働して、一人ひとりに応じた学びや多様な人びとと協働した探究的な学びが

進められるよう、ＩＣＴを効果的に活用して、理解度に応じた学びや時間・距離の制約を越えた学

びなど、子どもたちの可能性を引き出す学習を進めます。また、高校においては、それぞれの地

域の特性に応じた活力ある学校づくりを進めます。 

■ いじめ防止に向けて子どもたちが主体的に行動するとともに、社会総がかりでいじめをなくすた

めの取組を進め、いじめが発生した場合でも迅速かつ適切に対応できる体制を整えます。 

■ 特別な支援を必要とする児童生徒や不登校児童生徒、外国人児童生徒などが、安心して学び、

将来の社会的自立のために必要な力が育まれるよう、一人ひとりの教育的ニーズに的確に応え、

それぞれの思いを大切にする教育を進めます。 

■ 一層複雑化・多様化する教育課題に対応できるよう、教職員の専門性を高めるとともに、主体

的に学ぶ児童生徒の力を引き出す指導力の向上に取り組みます。また、教職員の働き方改革を

進めます。 
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第２章 みえ元気プランで進める７つの挑戦 

 

第１章において整理をしたさまざまな課題の中から、「強じんな美し国ビジョンみえ」で示

す基本理念の実現に向けて５年間で取組を一層加速させていかなければならない課題を

抽出し、積極果敢に対応していくため、以下の７つの取組を「みえ元気プランで進める７つ

の挑戦」として位置づけています。 

それぞれの課題の解決に向けて、新たに着手・推進すべき取組、既に実施しているがさ

らに充実・強化を図っていく必要のある取組を展開していきます。 

 

(1) 大規模災害に対応した防災・減災、県土の強靱化対策の加速・深化 

(2) 新型コロナウイルス感染症等への対応 

(3) 三重の魅力を生かした観光振興 

(4) 脱炭素化等をチャンスととらえた産業振興 

(5) デジタル社会の実現に向けた取組の推進 

(6) 次代を担う子ども・若者への支援・教育の充実 

(7) 人口減少への総合的な対応 
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１ 新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への備え 

① 新型コロナウイルス感染症対策 

 

 

・刻々と状況が変化する新型コロナウイルス感染症に的確に対応していくため、医療機関や自治

体等の関係者で構成する「三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会」において、適宜、国の

動向や最新のエビデンス等をふまえ、県におけるサーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体

制等を検討のうえ、地域の実情に応じて先を見据えた感染症対策に取り組んでいきます。 

 

 

 

・県立学校においては、国の対応状況をふまえ、「県立学校における新型コロナウイルス感染症対

策ガイドライン」等に基づき、必要な感染症対策を行い、教育活動を継続できるよう取り組みます。

また、児童生徒の心身の健やかな成長を図るため、実技・体験学習や修学旅行・体育祭等の学

校行事、部活動などが円滑に実施できるよう取り組みます。 

 

 

・県多言語情報提供ホームページ（MieInfo）等において多言語での情報提供を充実するほか、

多文化共生に関わる市民団体の知見やネットワークを活用し、チラシや動画、ＳＮＳ等による啓発

を強化します。また、みえ外国人相談サポートセンター（Mieco）において、適切な情報提供・相

談対応を行うため、保健所をはじめとする関係機関等との連携を強化します。 

 

② 新たな感染症への備え 

・新型コロナウイルス感染症対策で得たさまざまな教訓・経験をふまえ、医療機関間の適切な役割

分担や関係機関との連携体制を維持し、新たな感染症の発生に備えた医療提供体制や検査体

制等を整備していきます。 

併せて、県民が正しい知識に基づいて適切に行動できるよう、正確な情報を的確に発信するとと

もに、感染拡大や重症化リスクの高い入所施設の従事者に対する研修会の実施等を通じて、感

染予防・感染拡大防止を図っていきます。 

また、教育活動が継続できるよう必要な感染症対策に取り組むとともに、情報が届きにくい外国

人住民をサポートできるよう各主体間のネットワークづくりを促進します。 

（２）新型コロナウイルス感染症等への対応 

専門家の意見をふまえた感染症対策の取組 

感染症対策と教育活動の継続 

外国人住民への対応 

取組方向 
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 ２ 教育の充実  

 

 

 

（自分らしく豊かに生きるために） 

〇  少子・高齢化の進行、グローバル化やデジタル化の進展等により、これまでの社会のシス

テムや人びとの価値観が大きく変わり、これからの時代を生きていくために求められる資

質・能力も変化しています。 

そのような社会で、変化を前向きに受け止め、課題と主体的に向き合いながら、自ら学び、

考え、多様な人々との協働などを通して、人生１００年時代を自分らしく豊かに生きていける

力を育んでいく必要があります。そして、子どもたちそれぞれがこれからの社会を構成する

一員として、持続可能な未来の創り手となっていくことが大切です。 

 

（自己肯定感・学び続ける姿勢） 

○ 日本の高校生は、諸外国の高校生に比べ、「価値のある人間だと思う」「人とうまく協力でき

るほうだと思う」「辛いことがあっても乗り越えられると思う」「努力すれば大体のことができる

と思う」などの自己肯定感や挑戦心のいずれの項目においても、「そうだ」「まあそうだ」と回

答した割合が低い状況にあります。 

子どもたち一人ひとりが自信をもって成長できるよう、学校内外の活動や日々の生活にお

いて、自らの力を高めるために努力したり、自分の夢や目標に向かって挑戦したりすることや、

他者との関わりの中で認められたり、信頼関係を築いたりすることで、長所だけでなく短所を

含めた自分らしさを受け止めることなどを通じ、自己肯定感を高めていく必要があります。ま

た、学ぶ意義や目的を理解し、自分なりの学び方を工夫できる力を習得し、生涯にわたり、能

動的に学ぶ姿勢を身につけることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）次代を担う子ども・若者への支援・教育の充実 

 

現状と課題 
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（デジタル化の中での学び） 

○ コロナ禍において、学校は学習機会の提供や学力保障という役割だけでなく、他の児童生

徒との直接の関わりや、体験活動を通じて多様な価値観にふれ、社会性・人間性を育む機能

が重要であることが再認識されました。また、オンラインによる授業など、１人１台端末等を活

用した学びが大きく進展しました。 

デジタルネイティブの子どもたちには、ＩＣＴ環境を活用し一人ひとりの興味・関心や習熟度

に応じた学びを効果的に進めるとともに、情報の真偽を見極め、適切に活用する情報モラル、

情報リテラシーなどのデジタル・シティズンシップを高める必要があります。 

 青少年のインターネット利用環境実態調査（内閣府） 

高校生の心と体の健康に関する意識調査（平成３０年３月 国立青少年教育振興機構） 
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（誰もが安心して学べる環境） 

○ 一人ひとりが尊重され、誰もが自分らしく参画し、活躍できるダイバーシティ社会の実現に向

けた取組が進められています。 

そういった取組が進められる中、特別な支援が必要な児童生徒や不登校の状況にある児

童生徒、外国につながる児童生徒など、さまざまな教育的ニーズのある子どもたちが将来の

自立と社会参画に必要な力を育むことができるよう、きめ細かな支援を行い、誰もが安心し

て学べる環境を整えていく必要があります。 

（地域における高等学校のあり方） 

○ 少子化により、地域によっては、これまでと同じような学習活動や部活動を維持することが

難しくなっています。 

今後の地域における高等学校のあり方について検討を進めるとともに、学校間をつないだ

学習活動の充実、持続可能な部活動への移行等の取組を進める必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,994 

15,777 

11,190 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H元.3 R3.3 R18.3

三重県における中学校卒業者数の推移と予測（含社会増減）（H 元年３月～R18 年３月） 

教育委員会事務局調べ 
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・  

 

 

（自己肯定感を育むために） 

○ 子どもたちがこれからの社会を豊かに自分らしく生きていくために、その礎となる自己肯

定感を高める教育活動に関する指針をまとめ、家庭や地域と連携しながら、各教科の授業

をはじめ学校行事や生徒会活動など学校の教育活動全体において、教職員が共通理解を

持って取り組むことで、発達段階に応じて自己肯定感を育みます。 

 

（自律した学習者を育てる学び） 

○ 社会的・職業的自立の基盤となる資質・能力を育むため、学校と社会との接続を意識し、

発達段階に応じたキャリア教育を計画的に実施します。高等学校では、これからの変化の

激しい時代に主体的に学び続けるマインドを高めるため、入学後の早い段階に、学ぶ意義

を理解し学び方などを考える機会を創出し、自律した学習者の礎を築きます。そのうえで、

将来とのつながりを見通しながら進路を決定する力や、多様な人びとと協働して人間関係

を築く力などを身につけられるよう、実社会での課題解決をめざす探究的な活動や教科横

断的に学ぶ STEAM教育、地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を進めま

す。これらは、高い専門性や絶えず変化する社会の動きを取り入れるため、大学や企業と連

携して取り組むとともに、これから求められる資質がどのように変化したかを取組の前後に

把握する三重県モデルを構築して、進めます。 

 

（グローカル教育） 

○ 地球規模の課題が地域にも複雑に影響を及ぼすグローバル社会に対応していくため、オ

ンラインとリアルの双方による海外留学や海外研修等を推進し、語学力やコミュニケーショ

ン力だけでなく、次代を担う人材に必要なグローバルな視野や志を持ちながら、高い目標に

挑戦しようとする意欲の向上を図ります。同時に、郷土三重への理解を深め、自信と誇りを

持って語れるよう、地域の豊かな文化や歴史、伝統行事等に関する郷土教育を進めます。 
 

（デジタル社会に対応した学び） 

○ １人１台端末などのＩＣＴを活用し、習熟の程度や学習履歴に応じた個別最適な学び、他の

学校や地域・海外との交流、探究型学習での実験・分析など、学びを変革します。子どもた

ちがデジタル社会で活躍できるよう、農業学科や工業学科を設置する学校を中心に、企業

の協力を得てスマート農業やＡＩ、ロボティクス、データサイエンスなど、先端技術に係る学

びを進めます。デジタルネイティブの児童生徒が、これからの時代に必要な情報リテラシー

と情報モラルを身につけるデジタル・シティズンシップ教育に取り組みます。 
 

（読書および文化芸術活動） 

○ 一人ひとりがより豊かな人生を送るために、生涯にわたって学び続けることがこれまで以

上に重要となっています。読書や体験活動を通じて、歴史や文学、科学、芸術等、さまざま

な分野への関心を高め、幅広い視野や知識を統合して考える力を育む拠点として、学校図

書館の活性化や文化芸術活動等を推進します。 
 

（これからの部活動） 

○ 仲間とともに励まし合い、高め合いながら、責任感や連帯感、自主性など豊かな人間性や

社会性が育まれる部活動について、持続可能なものとしていくため、特に中学校における段

階的な地域移行が円滑に進むよう取り組みます。部活動指導員等の専門人材について、効

果的な配置を進めます。 

取組方向 

◆変化する社会の中で豊かに自分らしく生きる自律した学習者を育てる教育 
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（将来の自立と社会参画に向けて） 

○ 特別な支援が必要な児童生徒や不登校の状況にある児童生徒、外国につながる児童生

徒など、さまざまな子どもたちの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を充実し、一人ひと

りが持てる力と可能性を伸ばし、将来の自立と社会参画に必要な力を育む取組を進めます。

特別な支援が必要な児童生徒に関しては、インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、そ

れぞれの教育的ニーズに応じた学びの場での指導・支援を充実するとともに、障がいのあ

る子とない子が交流し、学びあえるよう取組を進めます。不登校の子どもたちが社会的に自

立することができるよう、心理や福祉などの専門人材を活用した支援体制を充実するととも

に、アウトリーチ型の支援も進めます。外国につながる児童生徒には、共生社会の一員とし

て活躍できるよう、特に高等学校での学びの継続と希望する進路実現のためのキャリア教

育を進めます。県立の教育支援センターや夜間中学など、さまざまな学びや交流の場につ

いても検討を進めます。 

 

（いじめをなくすために） 

○ いじめや暴力のない安心できる学び場づくりに向け、道徳教育、人権教育をはじめ教育活

動全体を通じて、全ての子どもたちにいじめをなくそうと行動する力を育むとともに、いじめ

防止応援サポーター等の協力を得て、社会総がかりでいじめ防止に取り組みます。電話相

談や SNS 相談に加え、学習端末の活用や家庭との連携などによりいじめを訴えやすい環

境づくりを進めます。認知したいじめについて、迅速、確実に対処していくため、いじめに係

る情報をデジタル化して関係者が共有するとともに、専門人材の拡充や教職員研修など、

学校における相談、支援体制を充実します。 

 

（レジリエンス教育） 

○ 学校生活や友人関係などでつまずいたり、思うようにいかなかったりする状況に直面した

場合、しなやかに受け止めて、乗り越えていけるよう、物事の見方や考え方には多様なとら

え方があることや、ポジティブな感情を持つこと、周りに支え応援してくれる人がいることに

気づくなど、ソーシャルスキルトレーニングの手法を取り入れたレジリエンス教育に取り組み

ます。 

 

（人口減少への対応） 

○ 少子化が進む中においても、これからの時代に求められる学びを提供していけるよう、県

立高等学校の学びと配置のあり方について、それぞれの地域の活性化協議会において具

体的な内容を丁寧に協議し、検討を進めます。また、県立高等学校通信制の改革やＩＣＴを

活用して学校間をつなぐ学習など、人口減少に対応した学びを推進します。 

 

 

 

 

 

（より効果的な教育活動に向けて） 

○ 教職員が、児童生徒の主体的な学びを支える伴走者としての役割を担えるよう、教育課
題に加え、時代の変化に対応した専門性を身につけるとともに、児童生徒の力を引き出す

指導力の向上を図ります。また、教職員が自らの人間性や創造性を高め、より効果的な教

育活動ができるよう、働き方改革を推進します。 

 

◆教職員の資質向上 

◆一人ひとりが安心して持てる力と可能性を伸ばすことができる教育 
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 （流出抑制） 

■雇用の場を確保・創出するため、ＤＸの推進やカーボンニュートラル実現の取組を進めることで、自動車、

半導体、石油化学など本県の主要産業のさらなる振興を図ります。また、スマート農林水産業の促進や、

裾野が広く雇用確保が期待できる観光産業の振興、今後も成長が期待される IT 産業など県内産業の

振興を図ります。 

■研究開発施設を含む企業誘致や再投資促進を図るとともに、スタートアップの育成・支援、中小企業・

小規模企業や地場産業の振興に取り組みます。 

■若者や働く世代、とりわけ女性の県内定着を図るため、就労支援に取り組むとともに、テレワークや副業、

ワークシェアなど多様で柔軟な働き方や魅力ある職場づくりを促進します。加えて、県内高等教育機関

の卒業生の県内就職促進や収容力向上に向けた取組を検討します。 

 （流入・Ｕターン促進） 

■県内への転入を促進するため、移住希望者に対するきめ細かな相談対応や情報発信の充実、住みたい

と思ってもらえる地域づくりなど、移住促進に取り組みます。また、県外の協定締結大学と連携して県内

企業にかかる就職情報を提供するとともに、県出身大学生のＵターンを促進するための仕組みを検討

するなど、若者のＵターン対策を強化します。 

■ふるさと三重に愛着や誇りを持ち、社会や地域の成長・発展に貢献しようとする思いを育むため、小中

学校や県立学校において、郷土教育を推進します。 

  

（７）人口減少への総合的な対応 

人口減少対策の取組方向 

社会減対策の推進 
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第３章 政策・施策 

 

第１節 政策体系とは 

 

政策体系は、「強じんな美し国ビジョンみえ」で示す基本理念の実現に向け、＜政策展開の基本

方向（四本の柱）＞のもとに、＜政策＞－＜施策＞－＜基本事業＞－＜事務事業＞の階層で、県

の取組等を網羅し、体系的に整理したものです。 

 

 

●政策展開の基本方向 

 Ⅰ 安全・安心の確保 

 Ⅱ 活力ある産業・地域づくり 

 Ⅲ 共生社会の実現 

 Ⅳ 未来を拓くひとづくり 

 

図 「強じんな美し国ビジョンみえ」「みえ元気プラン」の政策体系 

 
 

 

 

各施策の取組と「みえ元気プランで進める７つの挑戦」の関係 

第２章で記載した「みえ元気プランで進める７つの挑戦」は、政策体系の整理とは別に、５年間で

より一層加速させていかなければならない課題をまとめたものであり、第３章に記載する施策を横

断的に実施するものです。  

政策展開の 

基本方向 

（四本の柱） 

基本事業 政策 施策 

施策 

事務事業 

基本事業 

基本事業 

事務事業 

事務事業 

事務事業 

16 政策 56 施策 

おおむね 10 年間の取組の方向 
（「強じんな美し国ビジョンみえ」
に記載） 

５ 年 間 の 取 組 の 方 向
（「みえ元気プラン」に
記載） 

「みえ元気プラン」
の施策の目標を達成
するために、年度ご
とに具体化する事業 
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第２節 政策体系（政策・施策） 

 

「みえ元気プラン」では、「強じんな美し国ビジョンみえ」で示した＜政策展開の基本方向（四本の

柱）＞と＜政策＞に加え、＜施策＞とその内容を構成する＜基本事業＞をお示ししています。 

＜施策＞には、それぞれ「施策の目標」を設定し、施策が目標としている社会の状況を「めざす姿」

として記載しています。 

また、このめざす姿の達成に向けた進捗を、適切に評価するとともに県民の皆さんが把握するこ

とができる、定量的または定性的な指標（KPI）を、各施策で複数設定しています。 

＜施策＞は、目標の進捗や基本事業の取組状況等を総合的に判断して、担当する副部長または

次長が評価を行い、毎年度「県政レポート」として取りまとめ、＜施策＞の成果と改善方向を公表し

ます。 

 

 

●KPIについて 

KPI とは、Key Performance Indicatorの略で、目標の達成度を評価するための「重要業績

評価指標」と訳されます。 

「みえ元気プラン」では、各施策に設定された「施策の目標」を達成するための過程を計測する中

間指標として設定しており、KPI自体は県のめざす最終目標ではありません。 

施策に設定されている目標が定性的な目標であることから、KPI についても、数値化された定量

的なものだけでなく、状態をあらわす定性的なものも含めて設定しています。 
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基本理念の実現に向けて、次のとおり 16の＜政策＞、56の＜施策＞を位置づけて、県

政を推進していきます。 

●政策体系一覧 

四本

の柱 
政 策 施        策 

Ⅰ 

 

安 

全 

・ 

安 

心 

の 

確 

保 

１ 

防災・減災、県土の強靱化 

1-1 災害対応力の充実・強化 

1-2 地域防災力の向上 

1-3 災害に強い県土づくり 

２ 

医療・介護・健康 

2-1 地域医療提供体制の確保 

2-2 感染症対策の推進 

2-3 介護の基盤整備と人材確保 

2-4 健康づくりの推進 

３ 

暮らしの安全 

3-1 犯罪に強いまちづくり 

3-2 交通安全対策の推進 

3-3 消費生活の安全確保 

3-4 食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 

４ 

環境 

4-1 脱炭素社会の実現 

4-2 循環型社会の構築 

4-3 自然環境の保全と活用 

4-4 生活環境の保全 

Ⅱ 

 

活 

力 

あ 

る 

産 

業 

・ 

地 

域 

づ 

く 

り 

５ 

観光・魅力発信 

5-1 持続可能な観光地づくり 

5-2 戦略的な観光誘客 

5-3 三重の魅力発信 

６ 

農林水産業 

6-1 農業の振興 

6-2 林業の振興と森林づくり 

6-3 水産業の振興 

6-4 農山漁村の振興 

７ 

産業振興 

7-1 中小企業・小規模企業の振興 

7-2 ものづくり産業の振興 

7-3 企業誘致の推進と県内再投資の促進 

7-4 国際展開の推進 

８ 

人材の育成・確保 

8-1 若者の就労支援・県内定着促進 

8-2 多様で柔軟な働き方の推進 

９ 

地域づくり 

9-1 市町との連携による地域活性化 

9-2 移住の促進 

9-3 南部地域の活性化 

9-4 東紀州地域の活性化 

10 

デジタル社会の推進 

10-1 社会におけるＤＸの推進 

10-2 行政サービスのＤＸ推進 

11 

交通・暮らしの基盤 

11-1 道路・港湾整備の推進 

11-2 公共交通の確保・充実 

11-3 安全で快適な住まいまちづくり 

11-4 水の安定供給と土地の適正な利用 
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四本

の柱 
政 策 施        策 

Ⅲ 

の共 

実生 

現社 

 会 

12 

人権・ダイバーシティ 

12-1 人権が尊重される社会づくり 

12-2 ダイバーシティと女性活躍の推進 

12-3 多文化共生の推進 

13 

福祉 

13-1 地域福祉の推進 

13-2 障がい者福祉の推進 

Ⅳ 

 

未 

来 

を 

拓 

く 

ひ 

と 

づ 

く 

り 

14 

教育 

 

 

14-1 未来の礎となる力の育成 

14-2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

14-3 特別支援教育の推進 

14-4 いじめや暴力のない学びの場づくり 

14-5 誰もが安心して学べる教育の推進 

14-6 学びを支える教育環境の整備 

15 

子ども 

15-1 子どもが豊かに育つ環境づくり 

15-2 幼児教育・保育の充実 

15-3 児童虐待の防止と社会的養育の推進 

15-4 結婚・妊娠・出産の支援 

16 

文化・スポーツ 

16-1 文化と生涯学習の振興 

16-2 競技スポーツの推進 

16-3 地域スポーツと障がい者スポーツの推進 
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第３節 施策の概要 

 

この節では、56の＜施策＞の概要について、第2節で示した政策体系の順に示します。 

なお、施策概要の記載内容は以下のとおりとなっています。 

 

 

施策●-● ●●●●●●● 

 

 ↑ 施策の番号と名称を記載しています。 

 

施策の目標 

施策の目標を「めざす姿」と「課題の概要」として整理しています。 

（めざす姿） 

計画期間である令和８(2026)年度末にこの施策が目標としている社会の状況を、県民の

皆さんと共有するため、めざす姿として総括的に記載しています。 

 

（課題の概要） 

「めざす姿」に向かって取り組むにあたって、解決しなくてはならない課題について、総括的

に記載しています。 

 

現状と課題 

この施策に取り組むにあたって、これまでの取組をふまえた現在の状況や、解決しなくては

ならない課題について、詳しく記載しています。 

 

■ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇。 

 

■   
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取組方向 

「現状と課題」で示した課題を解決し、施策のめざす姿を実現するための取組方向

として、施策を構成する基本事業の名称と、それぞれの基本事業で県が５年間に取

り組む内容を記載しています。 

 

■ 基本事業１： ●●● 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇。 

■ 基本事業２： ■■■ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和 8 年度の

目標値 項目の説明 

「施策の目標」の実現に
向けた施策の達成状況
を把握することができ
る KPI の項目を示して
います。 

現在（最新の
実績）の数値
または目標を
示していま
す。 

令和 8(2026)
年度における
目標値または
目標を示して
います。 

この KPIの意味、内容、用語
の説明などを記載していま
す。 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

政策体系における施策の位置づけ（施策が属する政策）を示しています。→  政策● ●●●● 

この施策を担当する部局名を記載しています。→ 主担当部局：●●● 
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施策１-２ 地域防災力の向上 

 

 

現状と課題 

■ 年々発生が切迫している南海トラフ地震や頻発する豪雨による水害や土砂災害に備えるた

め、県民の防災意識を高め、地域の防災活動を担う防災人材の育成・活用など、地域防災力

の向上に向けた取組を進める必要があります。 

■ 南海トラフ地震が発生すると、県内で最大約 53,000 人の死者が生じ、そのうち 8 割は津波

による被害と想定されています。また、東日本大震災や近年他県で発生した豪雨災害では、

高齢者や障がい者など避難に際して支援を必要とする人が多く犠牲になりました。こうしたこ

とをふまえ、県民の適切な避難に向けた取組を促進するとともに、高齢者や障がい者など避

難行動要支援者の避難対策を進める必要があります。さらに、避難所に避難した後も健康で

安心して過ごせるよう、適切な避難所の環境と運営を確保する必要があります。 

■ 大規模災害が頻発する中、被災地の早期復旧には、ボランティアやＮＰＯ等による支援が必要

です。大規模災害発生時に、県内外からのボランティアや専門性を有するＮＰＯ等が、円滑か

つ効果的に支援活動ができる環境を充実・強化していく必要があります。 

■ 南海トラフ地震や津波、年々勢力を増す台風、集中豪雨など、「必ず起こる」大規模災害から

子どもたちが自分の命を守る力を身につけるため、学校における防災教育を推進する必要が

あります。また、災害時に子どもたちが地域の一員として行動できる力を育成するとともに、学

校教育を速やかに復旧させられるよう、教職員の災害対応力を高める必要があります。 

 

  

施策の目標 

（めざす姿） 

地域や学校における防災に関する取組が継続的に行われることで、夜間に地震や突発的な

豪雨が発生した場合など通常より避難が困難な状況であっても、すべての避難を必要とする

人が適切に避難できる地域づくりが進むとともに、災害を「我が事」としてとらえ自ら進んで防

災情報をホームページ等から収集するなど県民の皆さんの防災意識が高まり、日ごろから災

害への備えが進んでいます。 

（課題の概要） 

人口減少と高齢化の一層の進展により、地域の防災活動を担う人材が不足するとともに、

災害時の避難行動に支援を要する人が増加し、地域における日ごろからの災害への備えが求

められています。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 災害に強い地域づくり 

南海トラフ地震や豪雨による水害・土砂災害など「必ず起こる」災害に備え、地域防災力の

向上を図るため、「みえ防災・減災センター」と連携して、県民の防災意識の醸成に取り組むと

ともに、次代を担う若者を防災人材として育成し、その若者が他の多くの若者を巻き込みなが

ら地域の防災組織等に参画するようつなげることにより、災害に強い地域づくりを進めます。 

■ 基本事業２： 災害から命を守る適切な避難の促進 

災害時に県民一人ひとりの命を守るため、日ごろから気象や避難にかかる防災情報の理解

や備蓄、避難路の確認など事前の備えを促進するとともに、新たなデジタル技術も活用しなが

ら、適切な避難に必要となるきめ細かな防災情報を多様な媒体により迅速に提供します。ま

た、避難行動要支援者の個別避難計画の作成やあらゆる避難者に配慮した避難所運営、津

波避難施設の整備など、適切な避難に向けた市町の取組を支援します。 

■ 基本事業３： 災害ボランティアの活動環境の充実・強化 

「みえ災害ボランティア支援センター」の運営に参画し、市町、県・市町社会福祉協議会、県

内外のボランティアやＮＰＯ等との連携を進めるとともに、それら関係者間の顔の見える関係

づくりやセミナー等を通じて、市町における受援体制が充実されるよう支援します。また、「三

重県災害ボランティア支援および特定非営利活動促進基金」を活用し、NPOが迅速な活動を

展開できるよう支援します。 

■ 基本事業４： 学校における防災教育の推進 

子どもたちが自分の命を自分で守る力を身につけられるよう、デジタルコンテンツを含む防

災学習教材の充実や教職員の防災教育の指導力向上に取り組むとともに、子どもたちの発達

段階や地域の状況に応じて、防災訓練や防災学習の取組を進めます。また、子どもたちが災

害時に地域の支援者として行動できるよう、平常時から学校と家庭・地域が連携した取組を

推進するとともに、災害時の学校の早期再開を支援するため、災害対応力を備えた教職員に

より構成される災害時学校支援チームの強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策１ 防災・減災、県土の強靱化 

主担当部局：防災対策部 
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KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

地域で夜間避難に資する
取組を新たに実施した市
町数 

― 29市町 
夜間の避難を想定し、訓練や
避難路の確認等を新たに実施
した市町数 

県が防災情報を提供する
ホームページのアクセス数 

３，２１５千件 ３，３７５千件 
県が防災情報を提供するツー
ルである防災みえ.jpのホーム
ページのアクセス数 

津波避難対策として一時
避難施設の整備等に新た
に取り組んだ市町数 

― 19市町 

津波避難タワーをはじめとす
る一時避難施設の整備など、
津波浸水想定区域内１９市町
のすべての要避難者が確実に
避難できるよう、今後５年間で
新たな対策に取り組んだ市町
数 

家庭や地域と連携した防
災の取組を実施している
学校の割合 

75.0％ 100％ 

家庭や自主防災組織、自治会
などと、防災訓練などの取組
を実施している公立小中学校
および県立学校の割合 

政策１ 防災・減災、県土の強靱化 

主担当部局：防災対策部 
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施策１2-１ 人権が尊重される社会づくり 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

不当な差別を許さず、誰もが個性や能力を発揮していきいきと活動できる社会づくりに向

け、さまざまな主体と連携した人権啓発や人権教育が推進されることにより、県民一人ひとり

の互いの人権を尊重し、多様性を認め合う意識が高まるとともに、相談体制が充実し、イン

ターネット上の人権侵害についても、早期発見、拡散防止などの実効性のある対応がとられて

います。 

（課題の概要） 

感染症や性的指向・性自認、国籍等に起因する人権侵害などの顕在化してきた人権課題

や、多様化・複雑化する人権問題への解決に向けた対応が求められています。 

 

現状と課題 

■ 新型コロナウイルス感染症に係る偏見・差別の発生により、人権に対する県民の皆さんの関心

は大きく高まっています。また、性の多様性やインターネット上の人権侵害等が新たに人権課

題としてより強く認識され、その対応が求められています。このため、さまざまな人権問題につ

いて理解を深め、自分自身の課題としてとらえ、具体的な行動につながるような取組を促進す

る必要があります。 

■ 人権をめぐる社会情勢や子どもを取り巻く環境の変化を的確にとらえ、一人ひとりの子どもが

人権に関する理解を深め、人権感覚を養い、自他の人権を守るための実践行動ができる力を

身につけられるよう、全ての教育の中で人権教育を行っていく必要があります。 

■ 人びとの人権意識の高まりや新たな人権課題の顕在化等に伴い、人権相談の内容も多様化、

複雑化してきていることから、個々の相談機関の相談員の資質向上とともに、相談機関相互

が連携し、専門性を生かしながら対応する体制づくりが求められています。また、ＳＮＳ等イン

ターネット上における誹謗・中傷や差別的な書込み等については、早期対応（早期発見・削除

要請）とともに未然防止のための取組が必要です。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 人権が尊重されるまちづくりと人権啓発の推進 

さまざまな手段、媒体や機会を通じて、県民の皆さんに人権に関する知識や情報を提供し、

理解の促進を図るとともに、人権問題の解決が自分自身の問題としてとらえられるよう、効果

的な人権啓発に取り組みます。人権が尊重される社会を実現するため、住民組織、ＮＰＯ・団

体、企業等さまざまな主体が連携する人権まちづくりの取組の推進とともに、地域の人権啓発

を担う人材育成にも取り組みます。 

■ 基本事業２： 人権教育の推進 

学校・家庭・地域が連携し、教育活動全体を通じて人権教育が行われるよう、人権教育カリ

キュラムの活用とその改善を促進し、一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づくりを進

めます。また、人権学習指導資料等を活用し、人権課題についての正しい知識を身につけ、そ

の解決を自分の課題としてとらえ行動できる力を育む教育に取り組み、新型コロナワクチンの

接種に関しても一人ひとりの事情や思いを尊重する態度を育みます。 

■ 基本事業３： 人権擁護の推進 

人権に関わる相談機関の相談員等を対象とした研修等を実施し、資質向上を図るととも

に、相談機関のネットワークを充実し、相談窓口相互の連携を強化します。また、「差別を解消

し、人権が尊重される三重をつくる条例」をふまえ、県の相談体制の充実を図るとともに、不当

な差別に係る紛争の解決を図るための体制づくりに取り組みます。 

インターネット上の人権侵害に的確に対応するため、ネットモニタリングを実施し、差別的な

書込み等の早期発見、関係機関と連携した削除要請に取り組むとともに、不適切な書込みを

未然に防止するため、ＳＮＳ等を活用し、ネットリテラシーに関する啓発を行います。 

 

 

  

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

県が開催する人権イベン
ト・講座等への参加者数と
人権センター利用者数 

39,312人 46,000人 

県が開催する各種の人権イベ
ント・講座等へ参加した人数と
人権センター利用者数の合計 

学校における人権教育を
通じて、人権を守るための
行動をしたいと感じるよう
になった子どもたちの割合 

８６．９％ １００％ 

県立学校の生徒を対象とした
アンケート調査において、「差
別をなくすために何かできる
ことをしたい」と思うかどうか
を問う質問に「そう思った」、
「やや思った」と回答した生徒
の割合 

人権に係る相談体制の充
実に向けた取組 

相談体制の確
保 

相談体制の充
実 

「差別を解消し、人権が尊重さ
れる三重をつくる条例」をふま
えた相談体制の充実（多様化・
複雑化する相談への対応等）
に向けた取組 

政策１２ 人権・ダイバーシティ 

主担当部局：環境生活部 
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施策 14-1 未来の礎となる力の育成 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

子どもたち誰もが、知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、規範意識や自

尊感情、自他の命の尊重、いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力の向上、心身の健康

などに支えられる「健やかな身体」を育み、これからの時代を生きていくための基礎となる力を

身につけています。 

（課題の概要） 

これからの変化の激しい時代を豊かに生きていくためには、未来の礎となる「確かな学力」、

「豊かな心」、「健やかな身体」を身につけることが一層重要であり、これらを一体的・調和的に

育むことが必要です。 

 

 

現状と課題 

■ 「確かな学力」の定着には、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の育

成、価値観や考え方の異なる他者との協働した学びなどを進めることが必要です。学校外での

学習時間が全国と比べて低い状況にある中、一人ひとりの定着状況に応じたきめ細かな指導

を支援するとともに、ICT の効果的な活用などにより、全ての子どもたちが学習内容を理解し、

学ぶ楽しさを実感できる取組を進める必要があります。また、学習習慣・生活習慣の確立のた

め、学校・家庭・地域が一体となった取組が必要です。 

■ 命が大切にされない事件や深刻ないじめなどが生じており、子どもたち一人ひとりの自己肯

定感を高めるとともに、互いの多様性を認め合う心や、他者を思いやり尊重する心の育成、規

範意識やよりよい人間関係を築く力を一層育むことが必要です。学校は、現実の交流の中で

関係を築き、支え合い成長し合う場として重要な役割を担っていることがコロナ禍で再認識さ

れました。よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことや読書活動の充実、さまざまな制

約の中で工夫した体験活動の実施などが大切です。 

■ ICT 機器の効果的な活用により海外との交流など多様な考えや価値観とふれることが容易に

なる一方、インターネットの長時間利用や、自覚がないまま自分好みの情報にのみ接してしま

うようになることが懸念されています。また、SNS などインターネット上で行われるいじめの件

数は年々増加し、その内容も複雑化しており、学習端末の普及が進む中で、子どもたちの情

報モラルや情報リテラシーを育んでいくことが大切です。 

■ 室内遊びの増加や新型コロナウイルス感染症の影響等により、子どもたちの一週間あたりの

総運動時間が減少しており、日常生活の中で運動する機会を確保し、体力の向上を図ること

が大切です。部活動は、専門的な指導の充実と教員の負担軽減を図っていく必要があり、地

域人材の活用や地域スポーツ団体との連携など、子どもたちにとって望ましい活動となるよう

取組を進める必要があります。また、人生１００年時代において、健康寿命が大切にされる中、

生涯にわたって心身の健康を自ら管理できるよう、健康や食に関する教育を進める必要があ

ります。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 確かな学力の育成 

「確かな学力」を確実に身につけるため、一人ひとりが何を学びどのような力を習得したか

の学習成果を確認しつつ、学習習慣・生活習慣を継続的に把握し、改善を進めます。少人数

教育、学習支援スタッフ等の地域人材や学習端末の活用などによるきめ細かな指導体制のも

と、つまずきを解消し、学ぶ意欲を高めるとともに、子どもたちの習熟の状況等をふまえた個

別最適な学びを進めます。主体的に学習に取り組み、基礎的・基本的な知識・技能を土台に

子ども同士で協働して学んだり、地域の大人の支援を得たりしながら、深い学びを実践する

教育を進めます。 

■ 基本事業２： 豊かな心の育成 

子どもたちが自己肯定感や規範意識を高め、いじめや暴力を許さず、互いを思いやり、認

め合ってよりよい人間関係を築く力や、自他の命を大切にする心を育めるよう、道徳教育や

人権教育、さまざまな体験活動を推進します。また、インターネットやＳＮＳ等を適切に利用し、

有効な活用ができるよう、情報モラル、情報リテラシーを育むデジタル・シティズンシップ教育

に取り組みます。 

子どもたちが本を身近なものと感じ、能動的に読書を楽しむことができるよう、公立図書館

と学校図書館の活用、家庭読書の推進、読書活動推進関係者の情報共有・意見交換の場の

提供、リーフレットによる読書活動の啓発など、多様な取組を進めます。 

子どもたちの豊かな感性や情操等を育むため、全国高等学校総合文化祭等への生徒の派

遣や作品の出展など、発表や交流を進めることを通じて文化芸術活動を推進します。 

■ 基本事業３： 健やかな身体の育成 

楽しさを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、積極的に運動やスポーツに親しむこ

とを通じて、体力の向上が図られるよう、ICT の活用も含めた魅力ある体育の授業の実施や

「１学校１運動」の取組を進めます。部活動は、部活動指導員等の地域人材の配置や、地域ス

ポーツ団体と連携した休日における部活動の地域移行など、持続可能な部活動となる取組を

進めます。また、人生１００年時代に、生涯にわたり健康で充実した生活を送っていけるよう、

家庭や地域と連携して、望ましい生活習慣の確立、子どもたちの健康課題に対応した健康教

育の推進、栄養や食事のとり方・食料の大切さなどを学ぶ食育を推進します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

授業で、課題の解決に向け
て、自分で考え、自分から
取り組んでいると思う子ど
もたちの割合 

小学生 
78.2% 
中学生 

83.9% 

小学生 
81.7% 
中学生 

87.4％ 

「授業では、課題の解決に向け
て、自分で考え、自分から取り組
んでいましたか」という質問に
対して、肯定的な回答をした公
立小中学生の割合 

自分にはよいところがあ
ると思う子どもたちの割
合 

小学生 
76.0% 
中学生 

77.5% 

小学生 
８０．０% 
中学生 
８０．０％ 

「自分には、よいところがあると
思う」という質問に対して、肯定
的な回答をした公立小中学生の
割合 

運動する時間を自ら確保
している子どもたちの割
合 

小学生 
38.0% 
中学生 

77.2% 

小学生 
4４.１% 
中学生 

78.２% 

「学校の体育・保健体育の授業
以外で、運動（体を動かす遊び
を含む）やスポーツを合計で１日
およそどれくらいしていますか」
という質問に対して、１週間の総
運動時間が７時間以上と答えた
公立小中学生の割合 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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施策 14-2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

子どもたちが、変化が激しく予測困難なこれからの社会において、変化をしなやかに前向き

に受け止めて、失敗をおそれず挑戦する心や生涯をとおして学びに向かう姿勢、社会の一員と

しての自覚と責任を持ち、他者との協働を大切にしながら、豊かな未来を創っていく力を身に

つけています。 

（課題の概要） 

超スマート社会や社会・経済のグローバル化などが進み、求められる資質・能力も変化する

中、子どもたちがそれぞれの未来を創造し、社会の担い手となる力を育む教育を進める必要

があります。 

 

現状と課題 

■ 超スマート社会や社会・経済のグローバル化、新型コロナウイルス感染症など、社会が加速度

的に変化し予測困難な中にあって、これからの時代を生きる子どもたちに求められる資質・能

力も変化しています。子どもたちが社会の変化にしなやかで前向きに対応し、それぞれの未来

を創造し、社会の担い手となる力を育む教育を一層推進することが必要です。 

■ 人生１００年時代を豊かに生きていくには、生涯をとおして学びに向かう姿勢を身につけ、自己

の能力を高め、働くことや地域・社会の活動につなげていくことが大切です。このため、自律し

た学習者として、今学んでいることと将来とのつながりを見通したり、振り返ったりしながら、

自分の生き方や進路を主体的に考え、行動する力や人間関係を築く力を身につけ、社会的・

職業的に自立できるよう、キャリア教育をより充実させて進めることが重要です。 

■ グローバル化が進展し、国際的な課題が地域にも複雑に影響を及ぼしています。ＳＤＧｓの目

標実現や脱炭素の取組が進められる中、これからの社会を担う子どもたちが、地球規模の課

題を自らの問題として主体的にとらえ、身近なところから取り組み、異文化への理解を深め、

多様性を尊重する態度を養うとともに、国際社会や地域で持続可能な社会の一員として、行

動できる態度や力を身につける必要があります。 

■ 選挙権年齢や成年年齢が１８歳に引き下げられたことをふまえ、発達段階に応じて早い段階

から、主権者の一人としての自覚を深め、主体的に社会を形成していこうとする態度を育むと

ともに、社会の一員として行動する自立した消費者を育成する消費者教育を進めていく必要

があります。 
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取組方向 

■ 基本事業１： キャリア教育の推進 

社会的・職業的自立に必要となる能力や態度を育むため、県立学校では各学校で策定する

キャリア教育プログラムに基づき、教育活動全体をとおした体系的なキャリア教育を進めま

す。学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、多様な選択肢の中から進路を決定す

る力や人間関係を築く力を身につけられるよう、職場体験やインターンシップ、地域の職業人

との交流、大学と連携した専門的な学びの機会の拡充など、関係機関等の協力を得て、発達

段階に応じたキャリア教育を推進します。 

■ 基本事業２： グローカル教育の推進 

異なる文化や多様な価値観を持つ人びとと互いに尊重し合いながら協働していく力を身に

つけ、世界にあっても地域にあっても活躍できるよう、身近な地域や地球規模の課題をテーマ

とした学習やディスカッション、オンラインも含めた海外との交流、郷土教育、地域の特色や産

業を題材とした学習を推進します。 

■ 基本事業３： 新たな価値を創り出す力の育成 

他者との協働を通じて現実の問題を解決に導く力やチャレンジ精神、創造性、ＡＩやビッグ

データ等の先端技術を活用する力、人間ならではの感性や論理的・科学的に思考・吟味し活

用する力など、これからの社会で必要となる力を育むため、多様な考え方を持つ仲間との学

びや個々の教科を基礎とした教科横断的な学びを行うＳＴＥＡＭ教育、プログラミング教育な

どを進めます。社会人講師による授業や民間の先端技術を活用した授業等により実社会とつ

ながった学びを推進するとともに、高い専門性を備えた人材を育成します。 

■ 基本事業４： 主体的に社会を形成していく力の育成 

社会の形成者としての自覚と責任を持ち、自ら考え判断し、主体的に行動する力を育むた

め、「公共」の授業での学習をはじめとした教育活動全体を通じて主権者教育を進めるととも

に、消費生活に関する正しい知識の習得および消費行動についての理解の促進に向けた消

費者教育を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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KPI（重要業績評価指標） 

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

目標を持って学習や活動
に取り組んでいる子ども
たちの割合 

小学生 
92.7％ 
中学生 

93.5％ 
高校生 

73.1％ 

小学生 
 100％ 
中学生 

 100％ 
高校生 

8３.1％ 

「目標の達成をめざして、学習や
活動ができていますか」という
質問に対して、肯定的な回答を
した公立小中学生および県立高
校生の割合 

学校外の活動に自ら参加
し、将来の進路を考えるこ
とにつなげている高校生
の割合 

－ 高校生 
100％ 

地域・社会、企業、大学等が実施
する取組や活動、インターンシッ
プ等への参加を通じて、将来の
進路について考えることにつな
げている県立高校生の割合 

国際的視野や論理的・科学
的思考力、探究心を育む取
組に参加した子どもたち
の人数 

中学生 
684人 
高校生 

203人 

中学生 
1,600人 
高校生 

300人 

国際的視野を広げ、多様な価値
観を理解したり、論理的・科学的
思考力、探究心を育むために県
が実施する取組に参加した子ど
もたちの人数 

困難だと思うことでも、前
向きに考えて挑戦してい
る高校生の割合 

高校生 
７８.８％ 

高校生 
8３.８％ 

「困難だと思うことでも、前向き
に考えて挑戦していますか」と
いう質問に対して、肯定的な回
答をした県立高校生の割合 

地域や社会をよくするた
めに、社会の形成者として
権利を行使し責任を果た
そうと考える高校生の割
合 

高校生 
67.7％ 

高校生 
７９.７％ 

「社会の一員として権利を行使
し、義務と責任を果たそうと考
えていますか」、「地域や社会を
よくするために何をすべきかを
考えることがありますか」という
質問に対して、肯定的な回答を
した県立高校生の割合 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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施策 14-３ 特別支援教育の推進 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、それ

ぞれの教育的ニーズに応じた学びの場において、安全に安心して早期からの一貫した指導・

支援を受けることで、持てる力や可能性を伸ばし、将来の自立と社会参画のために必要な力を

身につけるとともに、障がいのある子どもたちと障がいのない子どもたちが、交流し、互いに理

解、尊重しあいながら生きていく態度を身につけています。 

（課題の概要） 

特別な支援を必要とする子どもたちは引き続き増加が見込まれており、連続性のある学び

の場と早期からの一貫した指導・支援の充実が求められています。また、全ての教職員が特別

支援教育に関する知識・技能を身につけるとともに、ICT や先端技術の活用によって、特別な

支援を必要とする子どもたちの自立と社会参画の機会を増やすことが求められています。 

 

 

現状と課題 

■ 発達障がいを含む特別な支援を必要とする子どもたちは増加しており、一人ひとりの教育的

ニーズに的確に応え、自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、通常の学級、通級に

よる指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場と、早期から

の一貫した指導・支援を充実させる必要があります。 

■ 特別な支援を必要とする子どもたちはどの学校にも在籍していることから、全ての教職員が

特別支援教育に関する知識・技能を身につける必要があります。 

■ ＩＣＴや先端技術が飛躍的に進展する中、障がいのある子どもたちを支えるコミュニケーション

ツール、情報ツール、学びのツールとして活用することにより、生活や学びの内容が大きく変わ

る可能性があり、在宅での就労や、これまでは就労が難しかった業種、事業所への就労の可

能性も広がることが期待され、特別な支援を必要とする子どもたちの自立と社会参画の機会

が増し、そのために必要な力も変化することが考えられます。これに対応した、キャリア教育や

知識・技能の習得、指導法の開発や就労先の開拓が必要となります。 

■ 共生社会の実現に向けて、障がいの有無に関わらず、誰もが互いに理解を深め尊重し合いな

がら生活していく態度を育むことが大切です。 

■ 特別支援学校の中には老朽化や狭隘化などへの対応が必要なところがあり、計画的な整備を

進めていく必要があります。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進 

障がいのある子どもの就学先となる学校や学びの場を適切に選択することができるよう、

本人・保護者に丁寧に情報を提供したり、相談に対応したりするなど、市町教育委員会と連携

した就学支援を行います。 

幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、「パーソナルファイル」を活用して必要な支援情報

の引継ぎを進め、「個別の教育支援計画」および「個別の指導計画」に基づいて、きめ細かな

指導・支援を充実します。 

特別な支援を必要とする子どもたちが、通常の学級で安心して学習することができるよう、

授業のユニバーサルデザイン化を進めるとともに、通級による指導を担当する教職員の専門

性の向上に取り組みます。 

小中学校等に在籍する医療的ケアを必要とする子どもたちが安全に学習することができる

よう、看護師に対して研修会や事例検討会等への参加を働きかけます。 

各教科や職業体験等をとおして、障がいの特性に応じた学習活動を進めるとともに、障が

いの状態や個々の教育的ニーズに応じて、ＩＣＴを効果的に活用して新しい時代に活躍できる

技能や力を育成します。 

■ 基本事業２： 特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進 

特別支援学校において、一人ひとりの状況に合ったキャリア教育を発達段階に応じて進め

るとともに、地域生活への円滑な移行への支援を行います。特別支援学校高等部では、自分

に合った職場を見つけ働くための早期からの職場実習や農福連携など職域の拡大に取り組

みます。また、従来の事業所に通勤・通所する形態に加え、ICT を活用した在宅就労など新し

い働き方や技能に対応した就労先の開拓、就労支援に取り組むとともに、関係機関と連携し

た定着支援を進めます。 

特別支援学校において、医療的ケアを必要とする子どもたちが安全に学びを継続できるよ

う、医療的ケア担当者への研修やガイドラインに沿った医療的ケアの実施などに取り組みま

す。また、病気の子どもたちに対して、ＩＣＴを活用して、個々の状況に応じた教育環境を整え、

適切な指導・支援を行うとともに、訪問教育とＩＣＴを組み合わせた指導により学習機会を充

実します。 

特別支援学校のセンター的機能として、発達障がい支援に係る専門性の高いアドバイザー

養成研修を修了した特別支援学校のコーディネーター等が、地域の小中学校等への支援を

行います。 

障がいのある子どもにも障がいのない子どもにも、共に理解し尊重し合いながら協働して

生活していく態度が育まれるよう、地域の学校との交流や共同学習を継続して進めます。 

特別支援学校に在籍する子どもたちの増加や施設の老朽化等に対応するため、計画的に

整備を進めるとともに、より居住地に近い特別支援学校に通学できるよう通学区域を見直し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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KPI（重要業績評価指標） 

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 
項目の説明 

特別支援学校高等部の一
般企業就職希望者の就職
率 

100％ 100％ 

一般企業への就職を希望してい
る県立特別支援学校高等部の生
徒の就職率（就労継続支援Ａ型事
業所を除く） 

特別支援学校における交
流および共同学習の実施
件数 

５２４回 １,０００回 

県立特別支援学校と小中学校、
高等学校等との交流および共同
学習を実施した回数 

通級指導教室による指導
担当教職員の専門性向上
を図る年間を通じた研修
を受講した教職員の数（累
計） 

０人 1５0人 

通級指導教室による指導を担当
する教職員の専門性の向上を図
るために、大学と連携して、年に
１２回以上の研修を受講した教職
員の数 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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施策 14-４ いじめや暴力のない学びの場づくり 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

子どもたちはいじめ防止に向けて主体的に行動しています。各学校で、教職員による見守り

や定期的な面談に加え、専門人材も活用して教育相談を丁寧に進めるとともに、子どもたちの

兆候や相談を受け止めていじめを迅速に認知し、いじめの内容に応じた適切な対応を進める

ことで、子どもたちが安心を感じています。 

（課題の概要） 

子どもたちが安心して過ごせるよう、学校における道徳教育や、家庭や地域と協力した取

組、「三重県いじめ防止条例」に基づく社会総がかりの取組を一層進めていく必要がありま

す。また、学校では子どもたちが相談しやすい環境づくりを進めるとともに、いじめの認知や対

応を迅速かつ適切に行っていく必要があります。 

 

現状と課題 

■ いじめは、いじめを受けた児童生徒の心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を

与えるだけでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。こ

のため、平成 25（2013）年施行の「いじめ防止対策推進法」や、平成 30（2018）年施行の

「三重県いじめ防止条例」に基づき、いじめをなくすための取組を進めてきました。学校では

道徳教育を中心に、児童生徒がいじめに対する理解を深め、いじめの防止に向け主体的に行

動できるよう取り組んできましたが、多くの児童生徒がいじめの当事者となる状況が続いてい

ることから、子どもたちがいじめについて正しく認識し、行動の変化につながるような心に響く

取組を進めていく必要があります。 

■ 三重県のいじめの認知件数は年々増加していますが、児童生徒 1,000 人あたりの認知件数

では全国平均を大きく下回る状況が続いています。子どもたちをいじめから守るためには、子

どもたちが相談しやすい環境づくりや、教職員など子どもに関わる大人がいじめに対する理

解を深め、「行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とするいじめ防止対

策推進法の定義に基づいた認知を進めていく必要があります。 

■ いじめへの対応については、子どもたちの兆候や相談を適切に受け止めることや重大事態へ

の対処などに課題があり、いじめ防止対策推進法や国のガイドラインに則った対応をあらため

て徹底する必要があります。また、インターネット上で行われるいじめの認知件数が年々増加

し、内容も複雑化して発見しにくいものも増えており、インターネット上の誹謗中傷や人権侵

害から子どもたちを守る取組や、子どもたちがインターネットを適切に利用できるようにするた

めの取組を進めていく必要があります。 

■ 三重県における児童生徒の暴力行為の発生件数は減少傾向にありますが、依然として多くの

暴力行為が発生しています。自分の気持ちや感情をうまく伝えられず感情を抑えられずに暴

力行為に及ぶことが多く、特に小学校での発生件数が高止まりしていることから、早い段階か

らの指導の充実と、校種を越えて一人ひとりの気持ちや思いを受け止めた丁寧な関わりを続

けていくことが必要です。 

■ 子どもたちの行動の背景には、本人のストレスや悩み、家庭など環境に課題がある場合があ

り、教職員による関わりに加え、心理や福祉等の専門人材による教育相談体制を十分に整

え、それぞれの抱える背景や課題に寄り添った指導や支援を行っていく必要があります。ま

た、学校だけでは解決が困難な事案が増加しており、児童相談所や警察等の関係機関と連携

して対応することが必要です。 
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取組方向 

■ 基本事業１： いじめをなくす取組の推進 

道徳教育や人権教育をはじめ学校の教育活動全体を通じていじめをなくすための取組を進

めます。各小中学校で、子どもたちが自分自身のこととして考え、議論していく道徳教育を推進

し、いじめはいけないと理解するだけでなく、自分はどうすべきか、自分に何ができるのかを判

断し行動に結びつけていくことができる力を育てます。各校の授業がより効果的なものとなるよ

う、校長と道徳教育推進教師を対象とした研修会を実施するとともに、道徳教育アドバイザー

の指導・助言のもと、道徳科の授業改善を図ります。また、弁護士等の外部人材による出前授

業、ピンクシャツ運動や児童会・生徒会活動などいじめ防止強化月間等における児童生徒の主

体的な活動の促進により、傍観者とならず、いじめ防止に向けて具体的に行動できる力を育み

ます。加えて、いじめ防止応援サポーターの取組や、いじめ防止の情報を集約したポータルサ

イトによる県民への情報発信により、社会総がかりでいじめをなくす取組を進めます。 

■ 基本事業２： いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実 

いじめを広く認知するため、児童生徒が学習端末等でいつでも学校にいじめを伝えられる

ようにするとともに、家庭と協力して子どもたちの変化や兆候を把握するための気づきリスト

を作成して保護者に配付するなど、子どもたちがいじめを訴えやすい環境づくりを進めます。

また、ネットパトロールの実施等により、インターネット上の誹謗中傷や人権侵害を早期発見

し、子どもたちを守る取組を進めます。教職員による見守りや定期的な面談に加え、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを拡充して学校内の教育相談体制を一層充実す

るとともに、専門的な相談ができる「いじめ電話相談」や、子どもたちが気軽に相談できる「子

ども SNS相談みえ」など学校外での相談も実施し、受け付けた相談に対し臨床心理士、社会

福祉士等による支援を行います。 

■ 基本事業３： いじめに対する迅速・確実な対応の推進 

いじめについては、学校がいじめを発見または情報を得たその日のうちに校長と関係教職

員が情報共有し、当面の対応を決定して直ちに取り組むことを原則とするとともに、重大事態

については、いじめ防止対策推進法や国のガイドライン、三重県いじめ対策審議会の答申内

容に即して対応します。また、学校におけるいじめの内容や発生日、認知日、その後の対応な

どをデジタル化し、学校、市町教育委員会、県教育委員会が随時共有して迅速・確実な対応

を確保するとともに、いじめの内容と対応を蓄積することで、新たないじめ事案への的確な対

応につなげます。いじめの被害を受けた児童生徒には、その態様に応じスクールカウンセラー

による心のケアを行うとともに、スクールソーシャルワーカーが被害・加害側の児童生徒を取り

巻く環境を検証し、いじめの問題の解決に向けて支援します。 

■ 基本事業４： 教職員の資質向上と支援体制の充実 

教職員のいじめへの対応力を高めるため、具体的なケースに基づいて、いじめの構造やい

じめの当事者となっている子どもたちへの対応やその留意点、いじめを生まない学級づくりな

どについて学ぶ研修を実施します。各県立学校の校務にいじめ対策担当を位置づけるととも

に、いじめ対策に知見を有するいじめ対策アドバイザーを県立学校に派遣して、学校で発生

しているいじめの事例検討や、効果的な対応に向けた助言などの支援を行います。また、いじ

めや暴力行為への対応にあたる教職員への心理や福祉の専門的な見地からの助言、子ども

たちの不安やストレスを低減するための心の授業の実施など、専門人材を効果的に活用した

支援体制の充実に取り組みます。暴力行為については、警察官経験者、教員経験者等からな

る生徒指導特別指導員を各学校に派遣し、暴力行為の防止、被害者支援に取り組みます。 
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KPI（重要業績評価指標） 

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

いじめをなくそうと行動す
る子どもたちの割合 

－ 100％ 

「いじめについて見聞きしたと
き、いじめをなくそうと自分に
できることを考え行動していま
すか」という質問に対して、肯定
的な回答をした公立小中学生の
割合 

学校生活に安心を感じて
いる子どもたちの割合 

小学生 
95.9% 
中学生 

97.5% 
高校生 

92.4% 

小学生 
100％ 
中学生 
100％ 
高校生 
100％ 

「学校で、いじめや暴力の心配が
なく、安心して学習することが
できますか」という質問に対し
て、肯定的な回答をした公立小
中学生および県立高校生の割合 

いじめの認知件数に対し
て解消したものの割合 

94.9％ 
（2年度） 100％ 

当該年度中に発生したいじめの
認知件数のうち、国の「いじめの
防止等のための基本的な方針」
で示された解消要件を満たすも
のの割合 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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施策 14-５ 誰もが安心して学べる教育の推進 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

複雑化・多様化する教育的ニーズに対応し、不登校児童生徒や外国につながる児童生徒な

ど、一人ひとりの状況に応じた支援が適切に実施され、誰もが安心して学べる環境が整い、将

来の社会的自立に向けた力が育まれています。また、通学時の安全を確保する取組等が進む

とともに、非常時にあっても、安全・安心を確保しながら学びを継続していくことのできる体制

が整っています。 

（課題の概要） 

不登校の要因や背景は複雑化・多様化し、人数も増加傾向にあるとともに、外国人児童生

徒についても今後も増加し、居住地域の広がりも見込まれ、社会的自立につながる支援が重

要になっています。また、通学時における子どもたちの安全確保や、非常時における学びの継

続が求められています。 

 

現状と課題 

■ 小中学校や高等学校の不登校児童生徒は増加傾向にあり、不登校の要因や背景は、複雑

化・多様化しています。子どもたちが安心して学ぶことができる学校づくりとともに、将来の社

会的自立に向け、多様な学びや交流の場の整備、ＩＣＴを活用した学習支援、保護者も対象と

した相談体制の整備等を進め、子どもたち一人ひとりの状況に応じた適切な支援を推進して

いく必要があります。また、高校段階で不登校や中途退学などにより学校との関わりが希薄な

状態となる子どもたちへの社会的自立につながる支援が重要になっています。 

■ 外国人児童生徒は、今後も増加することが予測され、国籍の多様化や多言語化が進んでいる

とともに、居住地域も広がってきています。関係機関と連携して、子どもたちの就学を促進す

るとともに、地域や学齢に関わらず、外国人児童生徒が初期段階の適応支援、学習支援が受

けられる機会の確保が必要となっています。また、将来、地域社会をともに築いていけるよう、

特に高校段階での学びを継続し、希望する進路を実現していくための支援を充実させていく

必要があります。 

■ 通学時に子どもたちが巻き込まれる痛ましい事故や事件が依然として発生しています。関係

機関と連携して、通学路等の安全確保に向けた取組を進めるとともに、子どもたちの安全を守

る人材の育成に取り組み、地域社会全体で子どもたちを見守る体制づくりを進める必要があ

ります。 

■ 災害時や感染症拡大等の非常時においても、新型コロナウイルス感染症対策の経験を生か

し、子どもたちが安全・安心を確保しながら、学びを継続していくことができるよう、取り組ん

でいく必要があります。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 不登校の状況にある児童生徒への支援 

不登校の状況にある児童生徒の気持ちが大切にされ、将来の社会的自立に向け、社会性や自

立心を育んでいけるよう取り組むとともに、「絆づくり」「居場所づくり」による魅力ある学校づくり

を進めます。また、教職員の資質向上や不登校対応事例データベースの活用等により、一人ひと

りの状況に応じた早期からの適切な支援に取り組むとともに、小中学生を対象とした市町の教育

支援センターや高校生を対象として設置に向けた実証研究を進める県立の教育支援センターに

おいて、多様な学びや活動を進めます。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の

専門人材を活用した相談体制の充実や保護者を対象とした相談会の実施、アウトリーチ型の支

援を進めるとともに、福祉等の関係機関と連携して、高校卒業後も見据えた支援を推進します。 

■ 基本事業２： 外国につながる児童生徒の自立を支える力の育成 

外国人児童生徒が社会的に自立する力を身につけられるよう、指導体制の充実に加え、就

学促進や日本語指導、適応指導に係る支援を進めます。また、多言語によるガイドブックの活

用や日本語・日本の文化を学ぶ機会を通じて、日本の教育制度や職業についての理解を深

め、高等学校での学びを継続し、進学や就職など希望する進路を実現できるよう支援します。 

外国人も含め、義務教育未修了者等への義務教育段階の学びについて、そのニーズをふま

え、学習機会の確保に取り組みます。 

■ 基本事業３： 子どもたちの安全・安心の確保 

子どもたちが安全に登下校できるよう、「通学路交通安全プログラム」や「登下校防犯プラン」

に基づく通学路の合同点検や安全対策を関係機関と連携・協働して実施するとともに、子ども

たちの安全を守る地域人材の育成に向けた研修支援を進め、地域社会全体で子どもたちを見

守る体制づくりに取り組みます。加えて、交通安全および防犯対策の指導者を養成するため、

教職員対象の校種別の講習会を行い、各学校での交通安全教育・防犯教育を進めます。 

感染症の拡大等の中であっても円滑に教育活動を実施し、子どもたちが安心して学習できる

よう、授業や行事へのＩＣＴの活用や、教職員の業務支援を行う人材の配置等に取り組みます。 

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

不登校児童生徒が、学校
内外の機関等に相談等を
した割合 

小学生 
 72.9% 
中学生 

 63.2% 
高校生 

 58.0% 
（２年度） 

小学生 
 89.1% 
中学生 

 88.６% 
高校生 

 ７０.5% 

公立小中学校および県立高等
学校の不登校児童生徒のうち、
校内のスクールカウンセラー
や、校外の教育支援センター等
に相談等をした児童生徒の割
合 

日本語指導が必要な児童
生徒に対して、個々の日本
語習得レベルに応じた教
育を計画的に行っている
学校の割合 

小学校 
 ７８.８％ 
中学校 

 ７４.６％ 
高等学校 
 52.6％ 

小学校 
 １００％ 
中学校 

 100% 
高等学校 
 100％ 

日本語を用いた授業を受けら
れるようになることをめざし、
子どもの日本語習得の状況に
応じた教育を計画的に行って
いる公立小中高等学校の割合 

通学路の安全対策が実施
された箇所の割合 95.1% 100％ 

「通学路交通安全プログラム」
に基づく通学路安全点検によ
り把握した、学校および教育委
員会が安全対策を行うべき箇
所のうち、対策済みの箇所の割
合 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 

 

41



 

施策 14-６ 学びを支える教育環境の整備 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

学校と家庭・地域が目標や課題を共有し、協働して、教育活動が進められ、子どもたちの学

びと育ちを地域全体で支える体制が整っており、学校の活性化も進んでいます。また、教職員

については、社会の変化に対応した専門性と、主体的に学ぶ子どもたちの力を引き出す指導

力が向上するとともに、学校における働き方改革が進んでいます。 

（課題の概要） 

子どもたちの豊かな学びを実現していくため、地域と協働した学習や学校の活性化、教職

員の資質向上と働き方改革の推進、ＩＣＴの活用、学校施設の整備など、教育環境を整える必

要があります。 

 

現状と課題 

■ 子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、教育課題が複雑化・多様化する中で、学校・家庭・

地域の関係者が、地域の教育を支える当事者として目標や課題を共有し、協働して、子どもた

ちの豊かな学びの実現に取り組む必要があります。 

■ 地元の方々の協力を得ながら、地域の産業や文化などを題材に、地域の活性化や課題解決

に取り組む協働的な学習が進んでいます。一方、少子化による学校の小規模化が進行してお

り、活力ある教育活動が維持しにくくなっている状況があります。 

■ 学習指導要領の全面実施や学習端末を活用した授業等、子どもたちの学ぶ内容や学び方が

変わりつつあります。これらの状況をふまえ、教職員は子ども一人ひとりの力を最大限に引き

出し、主体的な学びを支援する役割を果たすことができるよう、学校教育を取り巻く環境だけ

でなく社会の変化を的確にとらえ、教職生活全体を通じて新しい知識や技能を学び続ける必

要があります。また、その実現に向け、管理職はマネジメント力を高めていく必要があります。 

■ 教職員の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもたちのための質の高い授業づくりや自

身の資質向上に取り組む時間を確保するとともに、日々の生活の質を豊かにすることで、その

人間性や創造性を高め、より効果的な教育活動を行うことのできる環境を実現する必要があ

ります。 

■ １人１台端末環境を日常的に活用し、これまでの実践とＩＣＴとを最適に組み合わせることで、

学校教育におけるさまざまな課題を解決し、教育の質の向上につなげていくことが必要です。

また、端末の更新時期を迎えることから、整備された環境の維持・充実を図る必要がありま

す。 

■ 県立学校施設は、建築から長期間経過している校舎が多いことから計画的に老朽化対策を

進める必要があります。また、子どもたちが安全に安心して快適に学べるよう、設備面での機

能強化や誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方に基づいた改修を進めるととも

に、省エネルギーなど環境に配慮した施設整備を進める必要があります。 

■ 個性豊かで多様な教育が推進されるよう、私立学校への経常的経費等の補助を行う必要が

あります。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 地域との協働と学校の活性化の推進 

保護者や地域の方々が学校運営に参画し、一体となって子どもたちを育むコミュニティ・ス

クールの取組を推進します。高等学校については、普通科の特色化・魅力化に向けた学科の

新設を検討するとともに、各地域の県立高等学校の学びと配置のあり方を地域の実情に応じ

て検討します。 

■ 基本事業２： 教職員の資質向上と働き方改革の推進 

学習指導要領をふまえた授業改善や児童生徒の力を引き出す指導力、さまざまな教育課

題に対応できる専門的指導力を育成する研修や、管理職のマネジメント力を高める研修を、

教職員同士の学び合いや演習を取り入れ、経験年数や職種に応じて実施します。 

教員養成を担う大学と連携しながら、教員を志す学生が、教職の魅力ややりがいを感じる

ことができる機会を設けます。 

また、学校における働き方改革を着実に進めるため、専門人材・地域人材を活用した教職

員の業務負担の軽減、ＩＣＴを活用した業務効率化、学校および教職員の業務の見直し、土・

日曜日における部活動の段階的な地域移行等の部活動改革などの取組を総合的に推進しま

す。 

■ 基本事業３： ＩＣＴを活用した教育の推進 

１人１台端末、デジタル教科書や電子黒板等を活用し、子どもたちが興味・関心を持って取

り組める学校内外の学び、子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学び、多様な他者と学

び合う協働的な学び、時間や距離などの制約にとらわれない遠隔授業や講座受講等、学校の

枠を越えた学びの推進など、学校生活や日常生活のデジタル化をベースとした学びを推進す

るとともに、そのために必要な ICT環境の整備に取り組みます。 

■ 基本事業４： 学校施設の整備 

「三重県立学校施設長寿命化計画」に基づき、計画的に老朽化対策やトイレの洋式化に取

り組みます。また、空調設備の整備・更新や施設のバリアフリー化、地球温暖化対策のための

省エネルギー化や木質化を推進し、安全・安心で快適な学校施設の整備を進めます。小中学

校でも必要な整備が進められるよう、市町への情報共有や助言を行います。 

■ 基本事業５： 私学教育の振興 

私立学校に対して、経常的経費等への補助を行うとともに、学校訪問等において、学校が

抱える課題等に効果的な助言等を行うことにより、個性豊かで多様な教育の推進および健全

な学校運営の支援に取り組みます。 

 

  

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

地域と連携した教育活動
に取り組んでいる小中学
校の割合 

小学校 
７1.6% 
中学校 
５６．４％ 

小学校 
100% 
中学校 
100％ 

地域住民等の参画による学習支
援に取り組んでいる公立小中学
校の割合 

研修とその後の教育実践
により自らの資質・能力
の向上が図られたとする
教職員の割合 

49.2% ６０.0% 

「研修とその後の教育実践によ
り自らのライフステージに応じた
資質・能力を高めることができま
したか」の質問に対して、「でき
た」と回答した教職員の割合 

リーダーシップを発揮し
て、課題の改善に向け学
校マネジメントの取組を
より効果的に進めている
学校の割合 

小学校 
 51.8% 
中学校 

 53.6% 
県立学校 
 47.0% 
（２年度） 

小学校 
 57.0% 
中学校 

 59.0% 
県立学校 
 52.0% 

「組織マネジメント研修の成果を
反映させ、課題の改善に向け組
織的に取り組むことができまし
たか」の質問に対して、最も肯定
的な選択肢である「よく取り組ん
でいる」と回答した公立小中学
校および県立学校の割合 

１人あたりの年間平均時
間外労働時間が減った学
校の割合 

－ 67％ 

学校における働き方改革の取組
により、１人あたりの時間外労働
の年間平均時間が前年度より削
減された公立小中学校および県
立学校の割合 

１人１台端末を効果的に
活用して指導できる教職
員の割合 

77.9％ 100％ 

児童生徒が ICT を活用して、互
いの考えを交換し共有して話し
合いなどができるように指導す
る能力に関する問いに対して、
肯定的に回答した教職員の割合 

新たな時代の要請に応え
た私立学校における特色
ある教育・学校運営の取
組数 

90件 115件 

持続可能な学校運営の実現等に
向け、私立中学校・高等学校が実
施する特色ある教育・学校運営
の取組数 

政策 14 教育 

主担当部局：教育委員会 
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施策 15-1 子どもが豊かに育つ環境づくり 

 

 

現状と課題 

■ 少子化の進展や核家族化、地域コミュニティの機能低下等により、年代の異なる子ども同士

のふれあいや、地域の大人との関わりが少なくなり、子どもの頃に多様な体験をする機会が

減少しています。特に、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの体験機会が失われたこ

とは、今後の子どもの育ちに影響を与えることが懸念されます。こうした状況もふまえて、子ど

もが豊かに育つことができる地域社会づくりに取り組む必要があります。 

■ 家庭形態が多様化し、地域のつながりの希薄化などにより、子育て家庭が社会から孤立し、

子育てに悩む保護者が増えることが懸念されます。また、男性の育児休業等に関する制度整

備が進み、取得率も上昇傾向にあるものの、依然として女性が家事・育児に関わる時間数は

男性を大きく上回っており、引き続き、男性の育児参画の推進に取り組む必要があります。 

■ 生まれ育った環境に関わらず、子どもが夢と希望を持って健やかに成長できる環境を整備す

るため、保護者の経済的困難に起因する子どもの貧困について、ひとり親家庭への支援や貧

困の連鎖を解消する取組が必要です。また、ヤングケアラーなどの課題に対応する必要があ

ります。 

■ 発達障がいやその支援の必要性に対する認識が高まり、今後も発達支援へのニーズが増加

すると想定されることから、診療体制の充実とともに、途切れのない発達支援体制の構築に向

けて、市町との連携を強化する必要があります。 

 

 

  

施策の目標 

（めざす姿） 

生まれ育った環境に関わらず、子どもが権利の主体として尊重され、豊かに育つことができ

るよう、企業や団体等のさまざまな主体による支援の拡大や、子どもの居場所の確保が進んで

います。また、ひとり親家庭や経済的に困窮している子育て家庭、ヤングケアラー、発達に課題

を抱える子どもなど、支援を必要とする子どもやその保護者を適切な支援につなげるため、地

域における支援体制の構築が進んでいます。 

（課題の概要） 

少子化の進展や核家族化、地域社会でのつながりの希薄化などにより、年代の異なる子ど

もの交流や地域の大人と関わる機会など、子どもの豊かな育ちに重要となる多様な体験機会

が減少しています。 

また、保護者の経済的困難により子どもの学習機会や体験機会等が確保されず、夢や希望

を諦めてしまうことに加え、貧困が連鎖してしまう状況となっています。さらに、子どもを取り巻

く環境が変化する中、新たに顕在化する、いわゆるヤングケアラーのような支援を必要とする

子どもへの対応が求められます。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 子どもの育ちを支える地域社会づくり 

地域のさまざまな主体が子ども・子育て支援に関わる機会を創出し、多様な体験や交流機

会の提供をはじめとした子どもの育ちを支える活動につなげます。また、デジタル技術の進展

等の環境の変化に伴う子どもの健全な育ちを阻害する要因から子どもを守る取組を進め、社

会全体で子どもの豊かな育ちを支える地域づくりを進めます。 

■ 基本事業２： 家庭教育応援と男性の育児参画の推進 

家庭教育応援の充実に向けて、支援が必要な家庭ほど支援が届きにくいという実態をふま

え、家庭により身近な市町において、実情に応じた取組が進められるよう必要な支援を行いま

す。また、男性が育児休業等を取得しやすい環境づくりを進めるため、企業や市町と連携し、

パートナーとともに行う育児が大切であるという考え方の普及啓発に取り組み、育児を行う喜

びが広まるよう機運醸成を図ります。 

■ 基本事業３： 子どもの貧困対策の推進 

子どもの貧困の連鎖解消に向けて、地域コミュニティや子ども食堂等の子どもの居場所、

子育てサポートを行う団体や企業等と連携し、身近な地域での学習支援や体験機会の創出

等に取り組むとともに、活動の担い手の掘り起こしや、活動を支える仕組みづくりに取り組み

ます。また、ひとり親家庭への就労支援等に取り組みます。さらに、ヤングケアラーへの効果的

な支援体制の構築に向けた取組を進めます。 

■ 基本事業４： 発達支援が必要な子どもへの支援 

子どもの発達支援の充実に向けて、子ども心身発達医療センターを拠点として、専門性の

高い医療、福祉サービスを提供するとともに、地域での支援体制を強化するため、市町におけ

る専門人材の育成や、発達障がいの診療が可能な小児科医等の確保、地域の医療機関や療

育機関等との連携強化に取り組みます。また、保育所・幼稚園・小学校等における「ＣＬＭと個

別の指導計画」を活用した早期支援の充実を図り、途切れのない発達支援体制を構築しま

す。 

 

 

 

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

県が関わる子ども・子育て
支援活動に参加した企業・
団体数（累計） 

１５３ 

企業・団体 

２００ 

企業・団体 

県が関わって実施される子ど
もの体験機会の提供や世代間
交流、事業への協賛（資金的、
人的支援等）など子どもの育
ちや子育て家庭を支援する活
動に参加した企業・団体数 

子どもの居場所数 78か所 150か所 

子ども食堂やフードパントリー
など、学校や家庭以外で子ど
もが気軽に集える「子どもの
居場所」の数 

地域の医療機関に対して
行う発達障がいに関する
連続講座の受講者数（累
計） 

127人 377人 

地域の医療機関に対して、子
ども心身発達医療センターが
行う発達障がいに関する連続
講座の受講者数 

政策 15 子ども 

主担当部局：子ども・福祉部 
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施策 15-2 幼児教育・保育の充実 

 

 

現状と課題 

■ 少子化の進展により、乳幼児数は減少しますが、女性就業率の上昇等により、０～２歳の低年

齢児の保育ニーズが高まると考えられます。労働力人口の減少で、保育士等の確保がより困

難になると見込まれることから、待機児童の解消やより良い保育の提供、地域の子育て支援

に必要となる保育士の養成、確保に向けた取組を一層推進していく必要があります。 

■ 幼児教育・保育は、子どもたちが健やかに育ち、生涯にわたる人格形成の基礎を培うもので

極めて重要であり、公私・施設類型を問わず幼児教育・保育の質の向上が図られるよう保育

従事者等の専門性の向上が必要です。また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を指針

として、保育所・幼稚園等と小学校との連携・接続を一層充実していくことが必要です。 

■ 保育所･認定こども園･幼稚園や放課後児童クラブ等の統廃合が進むと見込まれるため、地

域の実情に応じて子育て支援を行う体制の維持・整備が必要です。また、地域の子育て支援

が、利用できる育児サービスの「量」の拡充から、保育士等の充実した配置や専門的な育成支

援等による「質」の向上を重視することとなるため、子どもの豊かな育ちに向けて、幼児教育・

保育や児童の健全育成に係る支援の質の向上を推進する必要があります。 

  

施策の目標 

（めざす姿） 

保育士等の処遇改善や離職防止などの取組が進んだことにより、保育士不足がなくなり、待

機児童が解消されています。また、病児保育や一時預かりなど、地域で多様な子育て支援が提

供されるとともに、保育従事者の研修等により、幼児教育・保育の質が向上し、子どもたちがよ

り豊かに育つ環境づくりが進んでいます。 

（課題の概要） 

子どもの数は減少するものの、女性就業率の上昇などをふまえ、保護者の就労状況に応じ

た育児サービスと多様な子育て支援が必要となります。地域の保育ニーズに対応し、幼児教

育・保育を充実させるためには、支援を行う保育士等の人材確保と資質向上が必要です。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 幼児教育・保育サービスの充実 

保育士等の確保に向けて、保育士を養成する取組や処遇改善、離職防止に向けた取組へ

の支援や、保育士の仕事や保育職場の魅力発信を行います。また、保育の質の確保・向上に

向けて、保育士のキャリアアップにつながる研修等を行います。さらに、低年齢児保育の充

実、病児保育、一時預かりなど、保護者の多様な働き方に合わせた保育を提供できるよう、先

進的な取組も参考にしながら、市町の支援を行います。 

幼児教育の充実に向けては、三重県幼児教育センターを核とした保育者の資質・能力の向

上や、幼児教育スーパーバイザー等の派遣による幼児教育に関わる人材の専門性の向上に

取り組むとともに、「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用し、小学校への円

滑な接続のためのカリキュラムを編成して、その実践事例の普及等を進めます。 

■ 基本事業２： 放課後児童対策の推進 

地域の実情やニーズに応じた子育て支援を充実させるため、児童が放課後を安全に過ご

すための居場所となる放課後児童クラブや放課後子ども教室の運営を支援するとともに、放

課後児童支援員の確保に向けて、処遇改善や資質向上等に取り組みます。また、子育て支援

に必要な知識や技術等を習得するための研修を行い、地域での子育て支援の担い手となる

子育て支援員を養成します。 

 

 

  

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

保育所等の待機児童数 ５０人 ０人 
翌年４月１日現在における保
育所等の待機児童の数 

県が実施するキャリアアッ
プ研修における各分野の
修了者数（累計） 

８，２２１人 １4，０００人 
県が実施するキャリアアップ研
修（７分野）で各研修分野を修
了した保育士等の数 

放課後児童クラブの待機
児童数 

２８人 ０人 
５月１日現在における放課後
児童クラブの待機児童数 

政策 15 子ども 

主担当部局：子ども・福祉部 
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施策１6-１ 文化と生涯学習の振興 

 

施策の目標 

（めざす姿） 

県民の皆さんが文化に学び、感性を育みながら心豊かな生活を送れるよう、文化芸術を担

う人材の育成や地域における文化芸術の継承・発展・創造が進むとともに、生涯にわたって生

きがいを感じることができるよう、文化にふれ親しむ環境やさまざまな学習機会の充実が図ら

れています。 

（課題の概要） 

人口減少・高齢化等に伴い、文化芸術を担い継承する人材が不足し、地域における文化の

衰退が懸念されています。また、「人生１００年時代」の到来を見据え、県民の皆さんが生涯を

通じて、学びたい時に学べる環境づくりへのニーズが高まっており、その充実が求められてい

ます。 

 

現状と課題 

■ 人口減少・高齢化等に伴い、文化芸術を担い継承する人材が不足し、地域における文化の衰

退が懸念されるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響等により、文化芸術活動が停滞し

ている状況にあります。社会情勢の変化をふまえつつ、人材育成や誰もが文化芸術活動にふ

れ親しむ環境づくりなど、文化振興施策の取組を進める必要があります。 

■ 少子高齢化、過疎化の進行等により、特色ある歴史や風土に育まれた多くの有形・無形の文

化財の維持管理や伝統的な祭りや民俗行事の継承が困難になってきています。令和２

（2020）年度に策定した「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、市町における地域計画の

作成を促進し、地域総がかりで文化財を保存・活用・継承していく必要があります。 

■ 「人生 100年時代」の到来を見据え、誰もが学びたい時に学び、学びを通じて成長し、心身の

健康を保持しながら活動できることが求められます。自らの生涯学習の成果を、日常生活の

向上や地域の課題解決等につなげることができるよう、生涯を通じた学習機会の充実が必要

です。 

■ 社会教育関係団体やＮＰＯ等のさまざまな主体が連携して地域の教育力の向上を図るととも

に、地域の社会教育施設が地域の課題や多様な学習ニーズに対応していけるよう支援してい

く必要があります。 
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取組方向 

■ 基本事業１： 文化にふれ親しみ、創造する機会の充実 
次代に続く人材の育成に取り組むとともに、調査研究を進め、三重の持つ多様で豊かな自

然や歴史・文化を体験する展覧会や魅力的な公演を開催することにより、国籍や年齢、障が

いの有無に関わらず全ての県民の皆さんが主体的に文化にふれ親しむ機会を提供していき

ます。また、観光やまちづくりなどさまざまな分野と連携することにより生み出される新たな価

値を活用しながら、社会情勢の変化に対応した文化振興施策を総合的かつ計画的に推進し

ていきます。 

■ 基本事業２： 文化財の保存・活用・継承 
歴史的・文化的に価値の高い文化財を調査し、指定等保存措置を講じるなど保護を図りま

す。また、伝統的な祭りや民俗行事を含む地域の文化財について、地域住民等と市町を通じ

て連携し、その保存・活用・継承を進めるため、市町による文化財保存活用地域計画の作成

を積極的に支援します。県民の皆さんが文化財への理解を深め、学校教育などの学習に活用

できるよう、文化財についてＳＮＳ等の活用による情報発信や公開講座等の取組を進めます。 

■ 基本事業３： 学びとその成果を生かす場の充実 
県民の皆さんの主体的な学びが促進されるよう、連携・協働できる県域のネットワークづく

りや地域における活動の支援を行います。また、高等教育機関との連携やさまざまな主体との

交流を通じて、ライフステージやライフスタイルに応じた魅力的な講座やセミナー等の学習機

会を提供するとともに、生涯学習に係る情報発信や学びの成果を発表する場を充実します。 

■ 基本事業４： 社会教育の推進と地域の教育力の向上 
社会教育関係者の研修・交流の場を設けるとともに、情報交換・情報共有をとおして、相互

のつながりを形成する機会を提供し、社会教育関係者の育成と関係団体や関係者相互の

ネットワークの強化に取り組みます。 

 

 

 

KPI（重要業績評価指標）  

項目 現状値 
令和８年度の

目標値 項目の説明 

参加した文化活動、生涯学
習に対する満足度 

７１．６％ ７６．６％ 

県立文化・生涯学習施設が実
施した展覧会、講座、公演事業
および歴史・文化資源を活用
した事業におけるアンケート調
査で、「満足」「やや満足」「やや
不満」「不満」のうち、その内容
について「満足」と回答した人
の割合 

県立文化施設の利用者数  ７０．５万人  １４０万人 

県立の図書館、博物館、美術
館、斎宮歴史博物館および三
重県総合文化センターの利用
者数 

文化財の保存・活用・継承
に向けた支援活動の実施
件数 

67件 92件 
関係団体や市町等とともに文
化財の保存・活用・継承に向け
て取り組んだ件数 

政策１６ 文化・スポーツ 

主担当部局：環境生活部 
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